
船舶事故調査報告書 

令和２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 令和元年８月２日 ２３時００分ごろ 

発生場所 京浜港東京第３区 東京西防波堤 

 東京都大田区城南島大井信号所から真方位３４０°６３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３５.１′ 東経１３９°４７.０′） 

事故の概要  旅客船ペルソナは、北北西進中、防波堤に衝突した。 

事故調査の経過 令和元年８月９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 ペルソナ、４１トン 

 １２７２３９、ナヴィス東京株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 軽傷 １人（機関長） 

 損傷 船首部外板に凹損、右舷船側部外板に凹損を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 波高約０.５ｍ、潮汐 ほぼ低潮時 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長が乗り組み、作業員４人を乗せ、旅客を京

浜港横浜区の桟橋で下船させた後、ふだん係留する京浜港東京区へ回

航する目的で、ＧＰＳプロッターを作動させ、東京第３区を約７ノッ

トの対地速力で北北西進中、東京西防波堤（以下「本件防波堤」とい

う。）に衝突した。 

 船長は、右舷船首方に見える灯浮標を通過目標として注視していた

ので、船首方の本件防波堤及び本件防波堤東端の灯光に気付かなかっ

たと本事故後に思った。 

分析  本船は、東京第３区を北北西進中、船長が、右舷船首方に見える灯

浮標を通過目標として注視しながら航行していたことから、船首方の

本件防波堤に向かっていることに気付かず、本件防波堤に衝突したも

のと推定される。 

原因  本事故は、夜間、本船が東京第３区を北北西進中、船長が、右舷船

首方に見える灯浮標を通過目標として注視しながら航行していたた

め、船首方の本件防波堤に向かっていることに気付かず、本件防波堤

に衝突したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、港内を航行する際、特定の目標を注視することなく、ＧＰ

Ｓプロッターで船位を確認するとともに、あらゆる手段を使用し

て適切な周囲の見張りを行うこと。 


